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第５節 協 議 

 

１ 協 議 

 

  宅地造成等規制法 

 （国又は都道府県の特例） 

第１１条 国又は都道府県（指定都市、中核市又は特例市の区域内においては、それぞれ指定都市、中核市又は特例

市を含む。以下この条において同じ。）が、宅地造成工事規制区域内において行う宅地造成に関する工事について

は、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって第８条第１項本文の許可があったものとみな

す。 

 

   

  福島市宅地造成等規制法施行細則 

（協議） 

 第１１条 法第１１条の規定により市長と協議しようとする者は、宅地造成工事に関する協議書（様式第１２号）の

正本及び副本に省令第４条第１項の表に掲げる図面を添付して市長に提出するものとする。 

 ２ 市長は、協議が成立したときは、協議をした者に対し、前項の協議書の副本に所要事項を記載した上その旨を通

知する。 

 ３ 協議をした者は、協議が成立した宅地造成工事に関する計画に変更が生じたときは、速やかに市長と協議しなけ

ればならない。 

 ４ 第７条、第８条及び第１０条の規定は、協議が成立した宅地造成工事について準用する。 

 

 

（１）法第１１条は、国又は都道府県が宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行

う場合は、法第８条第１項の許可を要しないという特例規定ですが、これは、工事施工者である

国又は都道府県と許可権者である都道府県知事の地位から許可処分が適当でないと思われるか

らです。このため、協議が成立することによって許可があったとみなすもので、当然、監督処分、

工事完了の検査等の規定は適用されますし、検査証の交付も予定されます。 

（２）本市が行う造成工事（公共の用に供する施設に係る工事を除く。）の場合は、法第８条の許可を

要すると考えられますが、上記地位の観点から「協議」とすることが適当と判断しました。 

なお、権限移譲の事前の協議の際に、県から同様な考え方を示されました。 

  

 

   地方自治法 

（条例による事務処理の特例の効果） 

第２５２条の１７の３ 

３ 第１項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとな

る協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものと

なる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。 
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２ 国等の機関 

 

次に掲げるものも、国又は都道府県（指定都市、中核市又は特例市を含む。）とみなします。 

 

 

政     令  

 独立行政法人都市再生機構法施行令 

（他の法令の準用） 

第３４条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 

（７）宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１１条（同法第１２条第３項において準用する場合を含む。） 

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令 

（他の法令の準用） 

第８条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 

（３）宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１１条 

労働福祉事業団法施行令 

（他の法令の準用） 

第７条 次の法令の規定については、事業団を国の機関とみなして、これらの規定を準用する。 

（７）宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１１条 

公有地の拡大の推進に関する法律施行令 

（他の法令の準用） 

 第９条 次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの（都道府県が他の地方公共団体と共

同で設立したものを含む。）にあっては当該都道府県と、指定都市が設立したもの（指定都市が都道府県以外の

他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。）にあっては当該指定都市と、中核市が設立したもの（中核市

が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。）にあっては当該中核市と、そ

の他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。 

（３）宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１１条（同法第１２条第３項において準用する場合を含む。） 

地方住宅供給公社法施行令 

（他の法令の準用） 

第２条 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあっては当該市（第２３号にあ

っては、建築主事を置く市）と、その他のものにあっては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 

（６）宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１１条（同法第１２条第３項において準用する場合を含む。） 

 団体の名称 根拠法令 

国に準じる

機関 

独立行政法人都市再生機構 

新エネルギー・産業技術総

合開発機構 

労働福祉事業団 

独立行政法人都市再生機構法施行令第３４条第１項第７号 

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令第８条

第１項第３号 

労働福祉事業団法施行令第７条第１項第７号 

 

県等に準じ

る機関 

土地開発公社 

 

地方住宅供給公社   

 

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第９条第１項第３号（都道府

県、指定都市、中核市が設立したものに限る。） 

地方住宅供給公社法施行令第２条第１項第６号（都道府県、指定都市、

中核市が設立したものに限る。） 


